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措置日 業　　者　　名 所　在　地 入 札 参 加 資 格 停 止 理 由 備　　考

令和7年2月27日
パナソニックＥＷエンジニアリング
㈱

大阪府大阪市
令和7年2月27日

～令和7年5月26日

令和7年2月27日 ㈱ＫＡＮＳＯテクノス 大阪府大阪市 令和7年2月27日

～令和7年5月26日

令和7年2月27日 ㈱かんでんエンジニアリング 大阪府大阪市 令和7年2月27日

～令和7年5月26日

○ 一覧表に掲載する入札参加資格停止の措置は本市が定める｢橋本市建設工事等契約に係る入札参加資格停止基準｣に基づき行うものです。

3ヶ月

　建設業法第２６条第１項の規定に違反し
て、資格要件を満たさない者を主任技術者
として工事現場に配置していた。
　また、建設業法第１５条第２号の規定に違
反して、資格要件を満たさない者を営業所
の専任技術者として配置していた。
　これらのことが建設業法第２８条第１項第２
号及び同条第１項本文に該当すると認めら
れるとして、国土交通省近畿地方整備局か
ら令和７年１月３１日付けで、同法第２８条第
３項の規定に基づく営業停止命令及び同条
第１項の規定に基づく指示処分を受けたた
め。

橋本市建設工事等入札参加資格停止業者一覧表
入 札 参 加 資 格 停 止 期 間

3ヶ月

　建設業法第２６条第１項及び第２項の規定
に違反して、資格要件を満たさない者を主
任技術者及び監理技術者として工事現場に
配置していた。
　また、建設業法第１５条第２号の規定に違
反して、資格要件を満たさない者を営業所
の専任技術者として配置していた。
　これらのことが建設業法第２８条第１項第２
号及び同条第１項本文に該当すると認めら
れるとして、国土交通省近畿地方整備局か
ら令和７年２月４日付けで、同法第２８条第３
項の規定に基づく営業停止命令及び同条
第１項の規定に基づく指示処分を受けたた
め。

3ヶ月

　建設業法第２６条第１項及び第２項の規定
に違反して、資格要件を満たさない者を主
任技術者及び監理技術者として工事現場に
配置していた。
　また、建設業法第１５条第２号の規定に違
反して、資格要件を満たさない者を営業所
の専任技術者として配置していた。
　これらのことが建設業法第２８条第１項第２
号及び同条第１項本文に該当すると認めら
れるとして、国土交通省近畿地方整備局か
ら令和７年２月４日付けで、同法第２８条第３
項の規定に基づく営業停止命令及び同条
第１項の規定に基づく指示処分を受けたた
め。


